一般事業主行動計画
職員が働きながらも出産、子育てを安心してできる環境を整えることにより、その能力を十分に発揮できるようにする。　これにより、出生率を増やし、我が国における少子化対策の一助としたい。　そこで、今回、行動計画を策定する。

1.	計画期間　	令和７年11月10日から令和10年11月10日
2.	目標1
	  	産前産後休業、育児休業、またはそれに付随する育児休業給付、育休中の
	社会保険料免除などの制度があることを教示する。
	対策
　 　	令和7年11月　就業規則に規定し、周知を行う。
　　	令和7年11月　諸制度の情報収集
　	令和7年11月　職員へのプレゼンテーション
　
	目標2
　		育休後の円滑な職場復帰
	対策
	令和7年11月　育休中に密な連絡をとる。
　	令和7年11月　育休以外の職員と協議し、受け入れ体制を整える。
	
	目標3
	看護休暇を取りやすい環境を整える。
　
	対策
　　令和7年11月　看護休暇について、全職員へ周知し、協力体制を作る。


